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母子保健事業 

子育て世代包括支援センター 

地域子育て支援拠点事業 

身近な子育て相談を

受け止めつなぐ 

ひとり親家庭支援 

児童相談所（一時保護） 

要保護児童対策地域協議会 

○関係機関が情報を共有し、連携して対応 

 

子ども家庭総合支援拠点 

○子ども家庭支援全般に係る業務 

・実態の把握、情報提供、相談対応、総合調整 

○要支援児童及び要保護児童等への支援業務 

・危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成、支援及び指導等 

○関係機関との連絡調整  

・支援拠点が調整機関の主担当業務を担うことで、支援の一体性、連続性を確保し、児童相

談所との円滑な連携・協働の体制を推進  

○その他の必要な支援 

・一時保護又は措置解除後の児童等が安定した生活を継続していくための支援 

・不妊治療助成    ・妊婦健診 

・未熟児養育医療   ・乳幼児健診 

・歯科健診      ・離乳食教室 

 

 

・乳児家庭全戸訪問    ・産前・産後サポート事業 

・養育支援訪問      ・産後ケア 

・母乳育児講座      ・産前・産後家事ヘルパー 

 

 

・子育て支援総合センター事業 

子育てわくわくフェスタ、幼児教室 

ママと天使の交流会など 

・各地域の子育て支援センター 

 

 

母子父子自立支援員 

・生活一般の相談 

・経済・子育て・就労など諸問題の解決

に向けその自立に向けた支援を行う 支援の連携・情報共有 

支援の連携・情報共有 

要保護児童対策調整機関 

・責任を持って対応すべき支援機関を選定 

⇒主担当機関が中心となって支援方針、計画を作成 

・支援の進行状況確認等の管理・評価 

・関係機関の調整・協力・要請など 

役割分担・連携を図りつつ、常に協働して支援を実施 

○相談、養育環境等の調査、専門診断等（児童や家族への援助方針の検討・決定） 

○一時保護、措置（里親委託、施設入所、在宅指導等） 

○市町村援助（市町村相互間の連絡調整、情報提供等に必要な援助） 

 

同一の主担当機関

が一体的に実施 

湯沢市福祉保健部 

湯沢市民生児童委員協議会 

湯沢市雄勝郡医師会 
湯沢市私立幼稚園連絡協議会 

湯沢警察署 

大曲人権擁護委員協議会 

秋田地方法務局大曲支局 

湯沢市保育施設連絡協議会 
秋田県南児童相談所 

湯沢市教育委員会 

同一の主担当機関が一体的に実施 

同一の主担当機関が一体的に実施 
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支援の連携・情報共有 

同一の主担当機関

が一体的に実施 
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湯沢市重層的支援体制整備事業 

子どもの支援のネットワーク 

家庭支援 
要保護児童等の根本的な解決を図るため、関係機関が連携した家庭支援を行う。また、地域の社会資源を活

用した児童の福祉の向上を図る。 

 

子育て・介護・障がい・生活困窮等世帯の

抱える課題を関係機関が連携した包括的

な支援 

 

包括的相談支援事業 

子育て世代包括支援センター 

湯沢市基幹相談支援センター 

自立相談支援事業 

湯沢市社会福祉協議会総合相談室 

湯沢市地域包括支援センター 

各種関係専門機関 

医療・福祉・教育・労働など 

地域づくり事業 

（地域子育て支援拠点事業） 

湯沢市子育て支援総合センター 

・子育てにおける交流・参加・学びの機会 

・多世代の交流の機会 

・地域ボランティア 

・子育てサークル 

子ども食堂 

学習支援 

わくわく未来創造塾 

制服リユース事業 

フードバンク 子どもの居場所 

フリースペース 

 

フリースクール 

保育施設・学校 

放課後児童クラブ 

スクールカウンセラー 

スクールソシャルワーカー 

そよ風教室 

地域の見守り 

民生児童委員・主任児童委員 

コミュニティー組織 

ボランティア組織など 

ファミリーサポートセンター 

放課後等デイサービス事業所 

医療・福祉機関 

行政機関 

子どもと家庭の支援 

児童の福祉の向上 

支援をつなぐ・情報をつなぐ 

支援をつなぐ・情報をつなぐ 


